
(証券コード 2207)
平成29年６月12日

株 主 各 位
名古屋市西区笹塚町二丁目 41 番地

名 糖 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 小 島 寛 志

第75期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第75期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年６月
27日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願
い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 平成29年６月28日（水曜日） 午前10時
2. 場 所 名古屋市西区花の木二丁目18番23号

名古屋市西文化小劇場（名古屋市西図書館地下３階）
3. 目的事項

報告事項 1. 第75期（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）事業報告の内容、連結計

算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第75期（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
　第１号議案 剰余金の処分の件
　第２号議案 取締役７名選任の件
　第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修
正 が 生 じ た 場 合 は、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.meito-sangyo.co.jp）に掲載させていただきます。
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(添 付 書 類)

事 業 報 告

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済の改善を追い風と

して輸出企業を中心に景況感が上向いて、国内景気の緩やかな回復が

見られました。しかし、生活防衛意識により個人消費は相変わらず力

強さを欠き、足元の人手不足も深刻化しつつあり、景気の先行きには

慎重な見方も根強く残りました。

　当社グループの中核事業の一つである菓子・食品の市場におきまし

ては、消費者の節約志向が強まるなかで、企業間の販売競争激化によ

り膨らむ販売促進費などが企業収益を圧迫して、厳しい事業環境が続

きました。

　こうした情勢のもと、当社グループは、商品の品質向上と安全性確

保のため品質管理体制の強化に引き続き注力するとともに、お客様の

健康志向などにお応えする高機能な商品の提供ならびに積極的な販売

促進活動を推進してまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比3.5％

増の22,137百万円となりました。営業利益につきましては、数理計算

上の差異に伴う退職給付費用の一時的な増加が利益の圧迫要因となり

ましたが、売上規模の拡大と売上原価率の低減などにより、前連結会

計年度比15.4％増の556百万円となりました。また、経常利益は営業

利益の改善に営業外収益645百万円などを計上して、前連結会計年度

比8.4％増の1,030百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純

利益につきましては、特別利益に新株予約権戻入益106百万円を、特

別損失に固定資産撤去費用引当金繰入額210百万円などを計上しまし

た結果、前連結会計年度比14.9％増の877百万円となりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。
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食品事業

　当連結会計年度におきましては、主力の菓子部門は「お客様に喜ん

で戴ける商品づくり」をテーマに新商品を投入して、「ＭＹアルファ

ベットチョコレートキャンペーン」などの販売促進活動を展開したこ

となどにより、売上が好調に推移して増収となりました。チョコレー

ト類は、チョコレートの効能に関心が寄せられるなか、主力ブランド

の「アルファベットチョコレート」や「まろやかミルクチョコレート

苺」などのファミリータイプの商品および受託商品が売上を伸ばし

て、増収となりました。キャンディ類は、自社商品の売上が伸長して

増収となりました。

　粉末飲料部門は、ココアの健康効果が注目されるなか、レシピ提案

サイトとのコラボレーションなどの販売促進活動を展開しましたとこ

ろ、「香り高いミルクココア」や「乳酸菌ココア」などのココア類の

売上が大きく拡大して、増収となりました。

　また、主として九州地区で製造・販売している冷菓部門は、自社商

品が健闘し売上を伸ばしましたが、受託商品の売上が落ち込み減収と

なりました。

　そのほか、連結子会社の株式会社エースベーカリーは、積極的な商

品提案活動を継続しましたところ、主力のバウムクーヘン類の売上が

減少しましたが、ゼリー類が自社商品、受託商品ともに好調に売上を

伸ばし、増収となりました。

　これらの結果、食品事業の売上高は前連結会計年度比4.4％増の

19,684百万円となりました。営業利益につきましては、販売促進費の

増加などが利益の圧迫要因となりましたが、売上原価率の改善などに

より、前連結会計年度比23.6％増の1,003百万円となりました。

化成品事業

　酵素部門につきましては、海外企業との販売競争が激化するなか、

円高の影響も受けました。脂肪分解酵素「リパーゼ」の売上は増加し

ましたが、チーズ用凝乳酵素「レンネット」が苦戦を強いられて売上

を落とし、減収となりました。

　また、薬品部門につきましては、医薬品、Ｘ線フィルムなどの原料

用の「デキストラン」は売上を落としましたが、「デキストラン」の

誘導体の売上が伸長して、前連結会計年度並みの売上となりました。

　これらの結果、化成品事業の売上高は前連結会計年度比4.2％減の

2,149百万円となり、営業利益につきましては前連結会計年度比55.3

％減の108百万円となりました。
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不動産事業

　不動産事業につきましては、事務所や駐車場の賃貸契約の増加など

により、売上高は前連結会計年度比5.8％増の304百万円となり、営業

利益は前連結会計年度比9.6％増の112百万円となりました。

　

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度の設備投資総額は3,190百万円で、主なものは愛知

県瀬戸市の土地の購入ならびに八王子工場におけるデキストラン製造

設備の更新などであります。これらに必要な資金は、自己資金および

金融機関からの借入金により充当いたしました。

　

(3) 資金調達の状況

　当社はチョコレートの新工場建設の資金調達を目的として、平成29

年３月に取引銀行６行との間に総額110億円のシンジケートローン契

約を締結しております。なお当連結会計年度中に当該借入を実行した

金額は55億円であります。

(4) 対処すべき課題

　当社グループを取り巻く環境は、世界経済の改善を背景に景気回復

が期待されているものの、消費者には先行きへの不安による節約志向

が根強く残っており、企業間の販売競争がさらに激化して、予断を許

さない状況が続くものと懸念されます。また、食品業界におきまして

は、消費者の健康や安全性への志向がますます高まっており、食品の

安全性確保と品質向上への取り組みが一層強く求められております。

　このような状況のもと、当社グループは、安全・安心で高機能な商

品を提供するとともに、事業活動の効率化やコストの削減を進めて収

益力の強化を図り、永続的な発展と企業価値の増大を目指してまいり

ます。具体的な取り組み課題は以下のとおりであります。

　

＊食品事業につきましては、国内では少子化やファミリー世帯の減

少が進んでおり、企業間の生き残りをかけた販売競争が激化し

て、厳しい経営環境が続くものと予想されます。このような環境

のもと、当社グループは、消費者の健康への高い関心や高機能な

商品への志向にお応えできるよう、市場環境を見据えた商品開発

と販売戦略に取り組み、新たな機能を付加した特徴ある商品の提
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供を進めてまいります。同時に「アルファベットチョコレート」

や粉末飲料の「レモンティー」、また連結子会社である株式会社

エースベーカリーの「厚切りバウムクーヘン」などの中核ブラン

ドをさらに強化するとともに、グループ各社の連携を一段と強め

てシナジー効果を発揮して、食品事業の拡大を目指してまいりま

す。

また、本年３月には、チョコレートの新工場用地として、愛知県

瀬戸市内に44千㎡の土地を取得しました。来年９月以降に新工場

の稼動を予定しており、生産能力を増強するとともに生産の効率

化と品質の向上を図ってまいります。一方、高齢化社会が進むな

か、当社の技術を活かして提供しております栄養食品につきまし

ては、今後も介護食などの需要にお応えして販売シェアの拡大を

目指してまいります。

さらに、株式会社エースベーカリーにおきましても、消費者の視

点に立った商品開発と販売施策を推進して、売上規模の拡大と収

益力の向上に努めてまいります。また、当社と中国旺旺控股有限

公司の傘下企業である香港旺旺控股有限公司との間で設立した、

合弁会社「南京名糖旺旺食品有限公司」では、中国のケーキ類市

場において同社と共同で事業を展開してまいります。

今後も当社グループは、原材料の厳選とFSSC22000に則った食品

安全マネジメントシステムの運用などにより高い安全性を確保し

て、お客様に安心して食していただける高品質で高機能な商品を

お届けできますよう注力してまいります。

　

＊化成品事業の酵素部門におきましては、主力製品であるチーズ用
凝乳酵素「レンネット」の改良次世代製品の欧州・北／中南米・
豪州などでの販売促進に取り組み、その付加価値を活かして売上
の拡大に努めてまいります。また、競争が激化している既存品に
つきましても海外主要顧客との関係強化などによってシェアの拡
大に努めるとともに、さらなる生産の効率化を進めてまいりま
す。脂肪分解酵素「リパーゼ」やリン脂質製造酵素「ホスホリパ
ーゼ」につきましては、引き続き新規用途および顧客開拓を推進
するとともに、主力製品以外の製品の用途開拓にも注力し、販売
拡大に取り組んでまいります。また中長期的な視野に立って「レ
ンネット」第三世代製品の開発、「リパーゼ」の製法と品質の改
良、新規の酵素製品の開発も促進し、それらの技術や製品の早期
の実用化を目指してまいります。
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薬品部門では、MRI（磁気共鳴画像）診断用肝臓造影剤『リゾビ
スト』の原薬「フェルカルボトラン」を始めとする磁性流体「デ
キストランマグネタイト」について、癌のリンパ節転移検出用機
器や新たな生体イメージング装置での標識としての応用、新規
MRI造影剤の開発研究などをさらに促進してまいります。また、
医薬品などの原料である「デキストラン」につきましては、食品
用途や特殊な工業用途での販売拡大に取り組むとともに、「デキ
ストラン」から合成した誘導体の化粧品素材や臨床検査用試薬な
どでの販売拡大と新規機能の開発を推進してまいります。混合飼
料「ヘルシーフレンド」につきましては、飼料等の適正製造規範
(GMP)ガイドライン適合の確認証を取得し、徹底した品質管理の
もとで引き続き顧客開拓と国内外での販売促進に注力し、改良に
も取り組んでまいります。
いずれの分野でも国内外からの安全と品質に対する要請が強まっ
ておりますので、食品用途に関しましてはFSSC22000、医薬用途
におきましては原薬GMPガイドラインに則り、生産管理、品質管
理基準の向上に取り組み、事業基盤の強化に努めてまいります。

　

　今後とも時代の変化に対応し、お客様に信頼され社会に貢献できる

企業として継続的に発展するよう、全社を挙げて努力する所存であり

ます。

　株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご指導とご支援を賜

わりますよう心からお願い申しあげます。
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(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 72 期

(平成26年３月期)
第 73 期

(平成27年３月期)
第 74 期

(平成28年３月期)
第75期(当期)
(平成29年３月期)

売 上 高(百万円) 19,302 20,080 21,390 22,137

経 常 利 益(百万円) 129 224 951 1,030

親会社株主に帰属する
当期純利益または
当期純損失(△)

(百万円) △261 64 763 877

１株当たり当期純利益
(円)

または当期純損失(△)
△15.57 3.86 45.40 51.95

総 資 産(百万円) 46,687 51,972 51,807 60,570

純 資 産(百万円) 34,254 38,701 38,670 41,019

(6) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

株式会社エースベーカリー 40,000
千円

100.00
％

食品の製造販売

名 糖 乳 業 株 式 会 社 30,000 100.00 食品の製造販売

プリンスゴルフ株式会社 20,000 100.00 ゴルフ場経営

③ 重要な関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

名糖アダムス株式会社 180,000
千円

50.00
％

食 品 の 製 造

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

　特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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(7) 主要な事業内容

　当社グループは食品、化成品の製造販売および不動産事業を営んで

おり、主要な製品等は次のとおりであります。

事 業 主 要 製 品 等

食 品 事 業
チョコレート、バウムクーヘン、粉末飲料、ゼリー、
アイスクリーム、キャンディ

化 成 品 事 業

レンネット（チーズ用凝乳酵素）、リパーゼ（脂肪分
解酵素）、デキストラン（血漿増量剤、血流改善剤
等）、デキストラン・サルフェート（高脂血症剤等）、
香料（食品添加物）、混合飼料、デキストラン鉄（動
物薬）デキストランマグネタイト（MRI造影剤、医療
機器材料等）

不 動 産 事 業 ゴルフ場の経営、不動産賃貸

(8) 主要な営業所および工場

① 当社

本 社 名古屋市西区笹塚町二丁目41番地

支 店 東京支店（東京都府中市）、名古屋支店（名古屋市西

区）、大阪支店（大阪市福島区）、福岡支店（福岡県福

津市）

工 場 名古屋工場（名古屋市西区）、枇杷島工場（愛知県清

須市）、小牧工場（愛知県小牧市）、八王子工場（東京

都八王子市）、福岡工場（福岡県福津市）

② 子会社

株式会社エースベーカリー（愛知県小牧市）

名糖乳業株式会社（福岡県飯塚市）

プリンスゴルフ株式会社（福岡県宮若市）

(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数

519名 ９名増

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員（年間平均人員200名）は含んでおりません。
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(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,411 百万円

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 1,502

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,500

株 式 会 社 中 京 銀 行 250

株 式 会 社 福 岡 銀 行 150

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150
（注）当社においては、チョコレートの新工場建設の資金の効率的な調達を行うため上記の６行とシン

ジケートローン契約を締結しております。

当期末におけるシンジケートローン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。

シンジケートローン契約の総額 11,000百万円

借入実行残高 5,500百万円

差引額 5,500百万円

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 50,000,000株

(2) 発行済株式の総数 17,265,000株（自己株式368,321株を含む）
（注）平成28年５月20日付で実施した自己株式の消却により、前期末に比べ4,000,000株減少して

おります。

(3) 株主数 10,682名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

名 糖 産 業 取 引 先 持 株 会 1,077 6.38

興 和 株 式 会 社 920 5.45

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 785 4.65

高 砂 香 料 工 業 株 式 会 社 753 4.46

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 713 4.22

興 和 新 薬 株 式 会 社 640 3.79

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 600 3.55

名 糖 運 輸 株 式 会 社 537 3.18

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 453 2.68

東 邦 瓦 斯 株 式 会 社 453 2.68

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

氏 名 地 位 お よ び 担 当 重要な兼職の状況

小 島 寛 志 代表取締役社長
名糖アダムス株式会社代表取締役副社長
株式会社エースベーカリー代表取締役社長
プリンスゴルフ株式会社代表取締役社長

加 藤 重 昭 常務取締役
化成品事業部長兼化成品営業部長

兼東京研究所長

瀧 川 敦 志 取 締 役 名古屋工場長

三 矢 益 夫 取 締 役 業務部長兼食品開発部長

山 崎 潔 取 締 役 総 務 部 長 兼 経 理 部 長

山 下 喜 郎 取 締 役 大和産業株式会社専務取締役

佐 野 佳 之 常勤監査役

稲 越 千 束 監 査 役
公認会計士
セブン工業株式会社社外監査役

宮 博 則 監 査 役 弁護士

(注) 1. 取締役山下喜郎氏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証

券取引所に独立役員として届け出ております。

2. 監査役稲越千束氏および宮 博則氏は、社外監査役であり、株式会社東京証券取引所および

株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

3. 監査役稲越千束氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。

4. 当事業年度中の役員の異動

(1) 平成28年６月28日開催の第74期定時株主総会において、宮 博則氏は監査役に選任され、

就任いたしました。

(2) 平成28年６月28日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって、寺澤 弘氏は任期満了に

より監査役を退任いたしました。

5. 当事業年度末日後の役員の担当の異動

平成29年４月１日付をもって、取締役の担当業務を次のとおり変更いたしました。

　加藤重昭 常務取締役 化成品事業部長兼東京研究所長兼八王子工場長
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役および監査役全員との間で、会社法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任
限度額としております。

(3) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 人 員 報 酬 等 の 額

取締役
(うち社外取締役)

６名
(１名)

70,560千円
(4,200千円)

監査役
(うち社外監査役)

４名
(３名)

19,050千円
(6,000千円)

(注) 1. 平成19年６月28日開催の第65期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額１億

3,000万円以内（ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額2,400万円

以内と決議いただいております。

2. 上記の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。

(4) 社外役員に関する事項

取締役 山下喜郎
① 重要な兼職先と当社との関係
　大和産業株式会社業務執行取締役であります。同社は、当社と
原材料購入等の取引があり、また、健康保険組合を同じくする会
社でもあります。

② 当事業年度における主な活動状況
　当事業年度開催の取締役会８回の全てに出席いたしました。客
観的な観点から議案・審議等につき必要な発言を適宜行っており
ます。

　

監査役 稲越千束

① 重要な兼職先と当社との関係

　セブン工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と同

社との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

　当事業年度開催の取締役会８回のうち７回および監査役会10回

のうち９回に出席いたしました。主に公認会計士としての専門的

見地から議案・審議等につき必要な発言を行っております。
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監査役 宮 博則
① 重要な兼職先と当社との関係
　該当事項はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
　社外監査役就任後開催の取締役会７回および監査役会７回の全
てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から議
案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

　有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 34,000千円

② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 34,000千円
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分でき

ないため、上記①の額はこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行

状況および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につ

いて同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必
要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関す
る議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいず
れかに該当すると認められる場合に、監査役の全員の同意に基づき監
査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6. 業務の適正を確保する体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内

容の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

① 企業理念、経営基本姿勢および企業行動憲章を定め、当社企業

グループ全体にこれらを遵守する体制を敷く。

② 「名糖産業グループコンプライアンスマニュアル」（以下「コン

プライアンスマニュアル」という）を制定し、これに基づきコ

ンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とす

るコンプライアンス委員会を設け、コンプライアンス事務局お

よび各部署にコンプライアンス責任者を置く。

③ 「コンプライアンスマニュアル」の実施要領の中で、次のこと

を定めて運用する。

・ 企業行動憲章を役員および社員に周知徹底するとともに広く

社会へ周知する。

・ コンプライアンスの理解のための教育を通じ、役員および社

員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として

とらえ業務運営にあたる。

・ 内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為が行われ、

または行われようとしていることを知った場合は、事務局ま

たは社外顧問弁護士宛に通報する。（なお、会社は、通報内

容を秘守するとともに、通報者に対しては何ら不利益を受け

ることがない体制を整備した。）

・ 万一問題が発生した場合は、コンプライアンス責任者が速や

かに解決にあたり、内容によりコンプライアンス委員会にて

審議し、対応する。

・ 違反した場合には、社内規則または取締役会において処分す

る。

④ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して

は、毅然とした態度で組織的に対応するものとし、反社会的勢

力および団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たな

い体制を整える。

⑤ このほか、日常発生する法律問題全般に関しては、弁護士と顧

問契約を結び、助言と指導を適時受けられる体制を設ける。
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(2) 損失の危険の管理に関する体制

① 食品事業においては、FSSC22000に基づく食品安全マネジメン
トシステムの導入、ISO9001に基づく品質保証体制と「食品事
故危機管理マニュアル」に基づき食品事故防止委員会を設け、
化成品事業においては、「医薬品および医薬部外品の製造管理
および品質管理規則（GMP）」に基づく品質保証体制のもとに、
それぞれ教育訓練・システム検証等を実施し、損失の危険の管
理を行う。また、有事には必要に応じ、広報・PL事故等の対応
委員会を設置して全社的に対応する。

② 大規模自然災害や新型感染症等の発生により会社事業に重大か
つ長期にわたり影響を与える事項については、「事業継続計画
（BCP）」を定め事業中断等のリスクを可能な限り低減する体制
を整える。

③ 債権管理については、食品事業は営業本部の管轄の下、「販売
管理規程」に基づき、各支店が必要に応じ信用調査を実施し、
化成品事業は回収リスクの高い海外との直接取引について、同
事業部または経理部ができる限り貿易一般保険や銀行保証など
のリスクヘッジを行い、重ねて経理部が計数的管理を行う。

④ 平時においては、部門ごとに予見可能なリスクを洗い出し、そ
のリスク軽減に取り組む。

(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 「組織規程」、「業務分掌規程」および「職務権限規程」等の社
内規則を整備し、各部門の権限と責任を明確にするとともに、
収益管理を徹底、追求する体制を整える。

② 統制環境としては、代表取締役および担当取締役が出席して各
事業の進捗を報告する月次決算報告会を毎月開催しており、こ
のほか経営環境の分析、利益計画の進捗状況の把握および社内
組織の整備等を目的とした各種会議を定期的に、また必要に応
じ開催し、そのうち、部署長（部長・工場長・支店長等）以上
で構成する会議には、代表取締役社長、担当取締役および執行
役員が出席する。

③ 業務の運営については、目標管理制度を導入しており、各年度
の予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門において
は、その目標達成に向け具体策を立案、実行し、監視する。

④ 日常の職務遂行については、「稟議規程」に基づき、稟議事項
の明確化、徹底化を社内に浸透させ、重要事項については必ず
決裁権者の決裁を受ける体制を整え、全社的に日々実践する。
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(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

① 文書等の保存については、法令・社内規則に基づき行う。

② 情報の管理については、情報ネットワークに関する使用規定お

よび運用ルールを定めており、個人情報に関しては、「個人情

報保護マニュアル」を制定し、これに基づき、基本方針ならび

に運用規則を定めて対応する。

(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 当社企業グループ全体のコンプライアンスは、「コンプライア

ンスマニュアル」に基づき、コンプライアンス委員会が統括・

推進しており、グループ各社にコンプライアンス責任者を置

く。また、相談・通報体制については、その範囲をグループ全

体とする。

② グループ各社の経営については、当社取締役が各社の取締役を

一部兼務するが、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的

な報告と重要案件についての事前協議を行い、健全性、効率性

等の向上を図る。

③ 当社企業グループの財務報告の信頼性を確保することについて

は、「財務報告に係る内部統制基本規程」を制定し、これに基

づき社長を委員長とする内部統制委員会を設ける等、有効かつ

適切な「内部統制報告書」を提出するための体制を整える。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役から

の独立性に関する事項

① 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に応じて、

総務部および経理部の要員がその任務にあたる。

② 上記の要員が監査役の要請による任務を遂行する場合は、取締

役からの独立性を確保する。

(7) 監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われ

ることを確保するための体制

① 取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使

用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があるこ

とを知った場合は、法令に従い、直ちに監査役に報告する。ま

た、監査役の要請があるときは、会社の業務および財産の状況

に関して必要な報告および情報提供を行う。

なお、当社は、監査役へ当該報告をしたことを理由として不利

益な処遇を一切行わない。
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② 代表取締役は、必要に応じ随時、監査役および会計監査人と情

報の交換を行うとともに、経営に影響を及ぼす重要事項につい

て協議する。

③ 監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役は、月次決算報告会

等にも出席し、取締役の業務執行を監査するとともに、経営上

および事業展開上の問題点の指摘ならびに改善点の勧告を積極

的に行う。また、当社の会計監査人から会計監査の内容につい

て説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。

7. 業務の適正を確保する体制の運用状況

　当事業年度に実施した当社の業務の適正を確保する体制の主な運用状

況は以下のとおりであります。

(1) コンプライアンス

当社は、当社企業グループ全体のコンプライアンスを統括・推進

するコンプライアンス委員会を１回開催しました。当該委員会で

は、業務遂行上のコンプライアンス状況を審議し、必要な情報を取

締役会に報告することとしております。

(2) リスク管理

食品事故防止委員会および食品事故対策委員会を各１回開催し、

重大事故の発生の防止または重大事故が発生した場合の被害を最小

限とすることを目的に、危機管理体制強化に取り組みました。

(3) 取締役の職務執行

当社は、取締役会を８回開催し、法令や定款に定められた事項や

経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督

を行いました。また、代表取締役および担当取締役が出席する月次

決算報告会、生産報告会を毎月開催し、各事業の進捗を分析・評価

しました。

(4) 監査役の職務執行

監査役会を10回開催し、職務執行の状況について報告するととも

に、監査役相互による意見交換等を行いました。また、監査役は取

締役会に出席し、常勤監査役は、月次決算報告会等にも出席し、経

営上および事業展開上の問題点の指摘ならびに改善点の勧告を積極

的に行いました。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

14,456

6,942

4,263

501

1,022

435

1,010

232

63

△14

46,113

12,779

4,147

3,244

130

5,079

178

69

33,264

33,042

11

2

284

△76

(負 債 の 部)

流 動 負 債 5,034

支払手形及び買掛金 2,455

１年内返済予定の長期借入金 148

未 払 金 282

未 払 費 用 1,656

未 払 法 人 税 等 132

返 品 調 整 引 当 金 8

そ の 他 351

固 定 負 債 14,515

長 期 借 入 金 5,814

繰 延 税 金 負 債 5,137

役員退職慰労引当金 5

固定資産撤去費用引当金 210

退職給付に係る負債 2,917

そ の 他 430

負 債 合 計 19,550

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 26,706

資 本 金 1,313

資 本 剰 余 金 76

利 益 剰 余 金 26,020

自 己 株 式 △704

その他の包括利益累計額 14,313

その他有価証券評価差額金 14,317

退職給付に係る調整累計額 △4

純 資 産 合 計 41,019

資 産 合 計 60,570 負 債 ・ 純 資 産 合 計 60,570
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連 結 損 益 計 算 書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 22,137

売 上 原 価 14,437

売 上 総 利 益 7,700

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,143

営 業 利 益 556

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 540

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 81

そ の 他 23 645

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11

支 払 手 数 料 89

そ の 他 70 171

経 常 利 益 1,030

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 106 106

特 別 損 失

固定資産撤去費用引当金繰入額 210

関 係 会 社 株 式 評 価 損 6 216

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 920

法人税、住民税及び事業税 284

法 人 税 等 調 整 額 △241 43

当 期 純 利 益 877

親会社株主に帰属する当期純利益 877
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連結株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,313 76 33,149 △8,414 26,124

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △337 △337

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

877 877

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △16 58 42

自 己 株 式 の 消 却 △7,652 7,652 ―

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― △7,128 7,710 581

当 期 末 残 高 1,313 76 26,020 △704 26,706

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 12,656 △226 12,429 116 38,670

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △337

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

877

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 42

自 己 株 式 の 消 却 ―

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,661 222 1,883 △116 1,767

当 期 変 動 額 合 計 1,661 222 1,883 △116 2,348

当 期 末 残 高 14,317 △4 14,313 ― 41,019
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称 株式会社エースべーカリー、名糖乳業株

式会社、プリンスゴルフ株式会社

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 １社

会社等の名称 名糖アダムス株式会社

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称等

会社等の名称 名糖株式会社

株式会社名糖蓼科山荘

南京名糖旺旺食品有限公司

持分法を適用していない理由

持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）

および利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いて

も連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外しております。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

持分法の適用会社は、決算日が連結決算日と異なっており、適用会社の事業

年度に係る計算書類を使用しております。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社である株式会社エースベーカリー、名糖乳業株式会社、プリンス

ゴルフ株式会社の決算日は12月31日でありますが、事業年度の末日と連結決

算日の差異が３ヶ月を超えないため、各社の同決算日現在の計算書類を使用

しております。ただし、平成29年１月１日から連結決算日平成29年３月31日ま

での期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

　時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により算定しております。）

　時価のないもの 移動平均法による原価法
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② たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・機械及び装置 主として、定額法

ただし、連結子会社２社は定率法を採用しております。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

・平成10年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）ならびに平成28年

４月１日以降取得した建物附属設備および構築物

定額法

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

・その他の有形固定資産

定率法

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、当社の建物のうち、昭和47年３月期以前の取

得にかかる設備については、会社基準による耐用年数

を採用しております。

② 無形固定資産 定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。また、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。
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② 返品調整引当金 当社は販売した菓子および飲料の返品に備えるため、

これに対応する返品見込額の売買利益相当額および返

品された製品の価値減少相当額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 連結子会社１社は役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 固定資産撤去費用引当金 固定資産の解体撤去に伴う費用の支出に備えるため、

その費用見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの

期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生時の翌連結会計年度に全額費用処理し

ております。

・小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法

を適用しております。

② 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

(5) 追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号

平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

会計方針の変更
　

建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法を採用しておりまし

たが、平成28年度税制改正を機に減価償却方法の見直しを行い、平成28年４月１

日以後に取得したものについて定額法に変更しております。

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
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連結貸借対照表に関する注記
　

　有形固定資産の減価償却累計額 20,467百万円
　

連結株主資本等変動計算書に関する注記
　

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び数

　普通株式 17,265,000株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議
株式の
種 類

配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年６月28日
定 時 株 主 総 会

普通
株式

337 20.00
平成28年
３月31日

平成28年
６月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

平成29年６月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する

事項を次のとおり提案しております。

① 配当金の総額 337百万円

② 配当の原資 利益剰余金

③ １株当たり配当額 20.00円

④ 基準日 平成29年３月31日

⑤ 効力発生日 平成29年６月29日
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金融商品に関する注記
　

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、銀行

等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に沿ってリスク

低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式であ

り、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的

に時価の把握を行っております。

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

長期借入金の使途は主として設備投資であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表
計 上 額（*)

時 価（*) 差 額

(1) 現金及び預金 6,942 6,942 ―

(2) 受取手形及び売掛金 4,263 4,263 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 31,244 31,244 ―

(4) 支払手形及び買掛金 (2,455) (2,455) ―

(5) 長期借入金（１年内返済予定を含む) (5,963) (6,005) 42

(*) 負債に計上されているものについては、( ）で示しております。

　

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機

関から提示された価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。
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(5) 長期借入金（１年内返済予定を含む）

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社および子会社

の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似し

ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

固定金利によるものは、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

　

(注２)非上場株式（連結貸借対照表計上額2,298百万円）は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証

券」には含めておりません。
　
１株当たり情報に関する注記
　

１株当たり純資産額 2,427円67銭

１株当たり当期純利益 51円95銭

重要な後発事象に関する注記
　

　該当事項はありません。

　

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輛 運 搬 具

工具器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,262

6,872

154

3,158

501

1,011

433

901

171

72

△14

44,321

11,724

3,738

287

2,404

17

106

4,991

178

63

32,533

32,157

166

84

37

153

△65

(負 債 の 部)

流 動 負 債 3,557

支 払 手 形 221

買 掛 金 1,330

未 払 金 263

未 払 費 用 1,414

未 払 法 人 税 等 107

返 品 調 整 引 当 金 8

そ の 他 211

固 定 負 債 13,870

長 期 借 入 金 5,500

繰 延 税 金 負 債 5,120

退 職 給 付 引 当 金 2,797

固定資産撤去費用引当金 210

そ の 他 242

負 債 合 計 17,428

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 25,928

資 本 金 1,313

資 本 剰 余 金 76

資 本 準 備 金 76

利 益 剰 余 金 25,243

利 益 準 備 金 328

その他利益剰余金 24,915

配当準備積立金 720

固定資産圧縮積立金 891

別 途 積 立 金 22,200

繰越利益剰余金 1,103

自 己 株 式 △704

評価・換算差額等 14,227

その他有価証券評価差額金 14,227

純 資 産 合 計 40,156

資 産 合 計 57,584 負 債 ・ 純 資 産 合 計 57,584
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損 益 計 算 書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 15,878

売 上 原 価 9,956

売 上 総 利 益 5,921

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,714

営 業 利 益 207

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 557

そ の 他 20 577

営 業 外 費 用

支 払 手 数 料 86

固 定 資 産 除 売 却 損 51

そ の 他 14 152

経 常 利 益 632

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 金 106 106

特 別 損 失

固定資産撤去費用引当金繰入額 210

関 係 会 社 株 式 評 価 損 6 216

税 引 前 当 期 純 利 益 521

法人税、住民税及び事業税 249

法 人 税 等 調 整 額 △172 76

当 期 純 利 益 444
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株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計配当準備

積 立 金
固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,313 76 328 720 891 29,800 1,064 32,804

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △337 △337

別 途 積 立 金 の 取 崩 △7,600 7,600 ―

当 期 純 利 益 444 444

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △16 △16

自 己 株 式 の 消 却 △7,652 △7,652

株主資本以外の項目の
当期変動額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― △7,600 38 △7,561

当 期 末 残 高 1,313 76 328 720 891 22,200 1,103 25,243

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差 額 金

当 期 首 残 高 △8,414 25,779 12,602 116 38,498

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △337 △337

別 途 積 立 金 の 取 崩 ― ―

当 期 純 利 益 444 444

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 58 42 42

自 己 株 式 の 消 却 7,652 ― ―

株主資本以外の項目の
当期変動額 ( 純 額 )

1,625 △116 1,509

当 期 変 動 額 合 計 7,710 148 1,625 △116 1,657

当 期 末 残 高 △704 25,928 14,227 ― 40,156
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個 別 注 記 表
　

重要な会計方針に係る事項に関する注記
　

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

・その他有価証券

　 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により算定しております。）

　 時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定しております。）
　

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　・機械及び装置 定額法

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

・平成10年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）ならびに平成28年

４月１日以降取得した建物附属設備および構築物

定額法

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

・その他の有形固定資産

定率法

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、建物のうち、昭和47年３月期以前の取得にか

かる設備については、会社基準による耐用年数を採用

しております。

(2) 無形固定資産 定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

また、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。
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(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法

　
3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(2) 返品調整引当金 販売した菓子および飲料の返品に備えるため、これに

対応する返品見込額の売買利益相当額および返品され

た製品の価値減少相当額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下の

とおりです。

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

期までの期間に帰属させる方法については、期間定

額基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生時の翌事業年度

に全額費用処理しております。

(4) 固定資産撤去費用引当金 固定資産の解体撤去に伴う費用の支出に備えるため、

その費用見込額を計上しております。

　
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の

方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異な

っております。

(2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

　
5. 追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号

平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
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会計方針の変更
　

建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法を採用しておりまし

たが、平成28年度税制改正を機に減価償却方法の見直しを行い、平成28年４月１

日以後に取得したものについて定額法に変更しております。

これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

　

貸借対照表に関する注記
　

1. 有形固定資産の減価償却累計額 17,457百万円

2. 保証債務

連結子会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。

株式会社エースベーカリー 200百万円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　 短期金銭債権 14百万円

　 短期金銭債務 18百万円

　 長期金銭債権 25百万円
　

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

　売上高 322百万円

　仕入高 194百万円

営業取引以外の取引による取引高 24百万円

　

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び数

普通株式 368,321株

　

税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金等であり、繰延税金負債の発

生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。なお、繰延税金資産から

控除した評価性引当額は645百万円であります。
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１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 2,376円57銭

１株当たり当期純利益 26円35銭

　

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成29年５月19日

名 糖 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 柏 木 勝 広 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 實 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、名糖産業株式会社の平成28年４月１日か

ら平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する

ことを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監

査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま

た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、名糖産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期

間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成29年５月19日

名 糖 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 柏 木 勝 広 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 實 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、名糖産業株式会社の平成28年４月
１日から平成29年３月31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第75期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月24日

名糖産業株式会社 監査役会

常勤監査役 佐 野 佳 之 ㊞

社外監査役 稲 越 千 束 ㊞

社外監査役 　宮 博 則 ㊞
　

以 上

― 36 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月29日 19時16分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、将来の経営基盤強化に向けた内部留保を図りつつ、株主の皆

様に対しては安定的な配当を維持継続することを利益配分の基本とし、

さらに会社業績などに応じて増配を実施する方針であります。

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

（1） 配当財産の種類

　 金銭

（2） 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

　 当社普通株式１株につき金20円 総額 337,933,580円

（3） 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成29年６月29日

　

第２号議案 取締役７名選任の件

　取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、経営体制の一層の強化を図るため取締役を１名増員し、取

締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１

こ じま ひろ し

小 島 寛 志
(昭和27年６月26日生)

昭和51年４月 当社入社

16,130株

平成15年６月 当社執行役員

平成19年６月 当社取締役

平成23年６月 当社常務取締役

平成26年６月 当社代表取締役社長（現

任）

(重要な兼職の状況)

名糖アダムス㈱ 代表取締役副社長

㈱エースベーカリー 代表取締役社長

プリンスゴルフ㈱ 代表取締役社長

（取締役候補者とした理由）
当社の管理部門および開発部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業
内容に対する深い見識を有しており、取締役の職務を適切に遂行できるもの
と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

２

か とう しげ あき

加 藤 重 昭
(昭和27年８月27日生)

昭和52年４月 当社入社

2,900株

平成14年４月 当社東京研究所長

平成19年６月 当社執行役員化成品営業

部長兼東京研究所長

平成21年６月 当社執行役員化成品事業

部長兼化成品営業部長

平成22年６月 当社取締役化成品事業部

長兼化成品営業部長

平成25年４月 当社取締役化成品事業部

長兼化成品営業部長兼東

京研究所長

平成26年６月 当社常務取締役化成品事

業部長兼化成品営業部長

兼東京研究所長

平成29年４月 当社常務取締役化成品事

業部長兼東京研究所長兼

八王子工場長（現任）
（取締役候補者とした理由）
当社の化成品事業部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業内容に対
する深い見識を有しており、取締役の職務を適切に遂行できるものと判断
し、取締役候補者といたしました。

３

みつ や ます お

三 矢 益 夫
(昭和34年９月３日生)

昭和57年４月 当社入社

11,500株

平成20年６月 当社総務部長

平成23年６月 当社執行役員総務部長

平成25年６月 当社取締役総務部長

平成26年６月 当社取締役総務部長兼生

産部長

平成27年４月 当社取締役総務部長兼業

務部長

平成27年６月 当社取締役業務部長兼食

品開発部長（現任）
（取締役候補者とした理由）
当社の管理部門および開発部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業
内容に対する深い見識を有しており、取締役の職務を適切に遂行できるもの
と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

４

やま ざき きよし

山 崎 潔
(昭和32年９月３日生)

昭和57年４月 当社入社

10,000株
平成20年６月 当社経理部長

平成23年６月 当社執行役員経理部長

平成27年６月 当社取締役総務部長兼経

理部長（現任）
（取締役候補者とした理由）
当社の管理部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業内容に対する深
い見識を有しており、取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、取締
役候補者といたしました。

５

※
かじ わら やつ お

梶 原 八 雄
(昭和30年７月10日生)

昭和54年４月 当社入社

3,800株

平成19年６月 当社福岡工場長

平成23年６月 当社執行役員福岡工場長

（現任）

(重要な兼職の状況）

名糖乳業㈱ 代表取締役社長
（取締役候補者とした理由）
当社の生産部門および開発部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業
内容に対する深い見識を有しており、取締役の職務を適切に遂行できるもの
と判断し、取締役候補者といたしました。

６

※
ふじ た よし ひろ

藤 田 欣 弘
(昭和31年４月３日生)

昭和54年４月 当社入社

8,800株

平成23年６月 当社名古屋支店長

平成26年10月 当社東京支店長

平成27年４月 当社執行役員営業本部長

兼東京支店長

平成29年４月 当社執行役員営業本部長

（現任）
（取締役候補者とした理由）
当社の販売部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業内容に対する深
い見識を有しており、取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、取締
役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

７

やま した よし ろう

山 下 喜 郎
(昭和30年３月６日生)

昭和52年４月 ㈱中央相互銀行（現 ㈱

愛知銀行）入行

0株

昭和60年２月 大和産業㈱入社

平成19年６月 同社取締役

平成21年６月 同社常務取締役

平成23年６月 同社専務取締役（現任）

平成23年６月 当社取締役（現任）

(重要な兼職の状況）

大和産業㈱ 専務取締役
（社外取締役候補者とした理由）
大和産業株式会社の役員として培った豊富な経験および幅広い見識等を当社
の経営に活かしていただきたく、社外取締役候補者といたしました。

(注) 1. ※は新任候補者であります。

2. 取締役候補者のうち当社との間に特別の利害関係を有する者は、次のとおりでありま

す。

(1) 小島寛志氏は、名糖アダムス株式会社の代表取締役副社長を兼務し、当社は同社と

の間で原材料購入等の取引を行っております。

(2) その他の各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 山下喜郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を株式会社東京証券

取引所および株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

4. 山下喜郎氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

5. 山下喜郎氏は、現在当社の社外取締役であり、当社は同氏と会社法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が

承認された場合、当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監

査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

おお た けん いち

太 田 賢 一
(昭和14年10月23日生)

昭和42年３月 監査法人伊東会計事務所

0株

昭和44年９月 公認会計士登録

平成６年12月 同監査法人代表社員

平成15年６月 中央青山監査法人退所

平成16年６月 当社監査役

平成24年６月 当社監査役退任
（補欠の社外監査役候補者とした理由）
直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として企業財務・法務
に精通し、企業経営に関する高い見識を有しておられることから、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたし
ました。
(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 太田賢一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 太田賢一氏は、過去に当社の社外監査役でした。
4. 太田賢一氏が監査役に就任された場合は、当社は同氏と会社法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。また、当社は同
氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員とし
て届け出る予定であります。

以 上
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地下鉄
浄心駅
地下鉄
浄心駅

浄心駅
４番出口

三菱東京
ＵＦＪ銀行
三菱東京
ＵＦＪ銀行

サークルＫサークルＫ

セブン
イレブン
セブン
イレブン

浄心

天神山

西区役所前

西税務署前

西警察署前

花の木２

西区役所
バス停

至Ｒ22

至Ｒ41

地下鉄
鶴舞線
地下鉄
鶴舞線

至浅間町至浅間町至押切至押切

至庄内緑地公園至庄内緑地公園

西区役所
西区役所

花の木
公園

花の木
公園

名古屋市西文化小劇場
(名古屋市西図書館地下３階)

株主総会 会場ご案内

名古屋市西区花の木二丁目18番23号
名古屋市西文化小劇場(名古屋市西図書館地下３階)

電話 （052）523－0080

■地下鉄 鶴舞線「浄心」駅下車、４番出口より南へ徒歩約５分
■市バス 名古屋駅バスターミナル ７番のりば
　 ・名駅12 如意車庫前行き「西区役所」下車、北へ徒歩約３分

駐車場(有料)は台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
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